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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　1枚又は複数枚の被処理基板をトレイに載置し、該トレイを静電チャック上に載置した
状態で該被処理基板に対してプラズマ処理を施す場合に使用するトレイであって、
　a) 各被処理基板を個別に収容する孔部を有する、該被処理基板の厚さに対応した厚さ
を有する板状の上部材と、
　b) 前記上部材の下に配置される板状の部材であって、上面の、前記孔部の周囲に対応
する部分に耐プラズマ性の高い材料から成る耐久部を有する下部材と
　を備えることを特徴とするプラズマ処理装置用トレイ。
【請求項２】
　前記耐久部が、下部材に形成された溝内に充填された耐プラズマ性の高い材料から成る
ことを特徴とする請求項１に記載のプラズマ処理装置用トレイ。
【請求項３】
　前記耐プラズマ性の高い材料がイットリア（Y2O3）であることを特徴とする請求項１又
は２に記載のプラズマ処理装置用トレイ。
【請求項４】
　1枚又は複数枚の被処理基板をトレイに載置し、該トレイを静電チャック上に載置した
状態で該被処理基板に対してプラズマ処理を施す場合に使用するトレイであって、
　a) 各被処理基板を個別に収容する孔部を有し、該被処理基板の厚さに対応した厚さを
有するとともに、該孔部の周囲から内部に張り出す、耐プラズマ性の高い材料から成る耐



(2) JP 6981652 B2 2021.12.15

10

20

30

40

50

久縁を有する板状の上部材と、
　b) 前記上部材の下に配置される板状の部材である下部材と
　を備え、
　前記上部材が石英又はジルコニア(ZrO2)であることを特徴とするプラズマ処理装置用ト
レイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウエハ等の薄板状の被処理材（以下、これを「基板」と呼ぶ。）にプラズマ
処理を行うに際して、該基板を載置するためのトレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板の表面にエッチング、積層等のプラズマ処理を施す場合、処理中に該基板が移動、
変形しないようにするため、基板を基板台上に固定しておく必要がある。この基板の固定
のために、通常、静電チャック（ESC）と呼ばれる吸着保持装置が用いられる。この静電
チャックにはまた、基板冷却機構も設けられる。これは、プラズマ処理により基板の温度
が過度に上昇し、基板が損傷したり、プラズマ処理条件が変化することを防止するためで
ある。この基板冷却機構は多くの場合、静電チャック内に設けられた流路と、該流路にヘ
リウムガス等の冷却媒体を流通させるための冷却媒体源から成る。
【０００３】
　基板の表面全体に均等にプラズマ処理を施す必要がある場合、生成するプラズマの密度
や温度を広い範囲に亘って均等にしたとしても、基板の中心部と周辺部とではその幾何学
的条件に差異があるため、プラズマ処理量、速度等に差異が生じる。そこで、基板の周囲
を囲うような、基板の表面と同じ高さのリングを設け、そのようなプラズマ処理条件の差
異をできるだけ少なくする手法が開発されている。例えば、特許文献１には、フォーカス
リングと呼ばれるリングをウエハの周囲に設けることが開示されている。
【０００４】
　しかし、基板とフォーカスリングの間には隙間を設けざるを得ないことから、その隙間
からプラズマが侵入し、静電チャックを侵食するという問題がある。これを解決するため
、特許文献２には、その隙間の下面にイットリア（Y2O3）等の耐プラズマ性の高い材料か
ら成る保護層を設けることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2002-246370号公報
【特許文献２】特開2017-050468号公報
【特許文献３】特開2012-074650号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　基板をプラズマ処理室に搬入したり処理後の基板を処理室から搬出する際に基板の損傷
を防止しハンドリング性を高めるために、基板をトレイ上に載置して搬送し、また、トレ
イ上に載置したまま処理が行われることが多い。更に、処理効率を高めるために、複数の
基板を1台のトレイに載置し、該トレイで複数枚の基板をまとめて搬送し、処理室でまと
めて処理を行うということも行われる（特許文献３）。
【０００７】
　トレイ上に載置した基板を処理室内でプラズマ処理する際には、該トレイを処理室内の
基板台上に載置し、基板台に設けられた静電チャックによりトレイを吸着するとともに、
トレイに載置された基板も静電チャックにより間接的に吸着する。また、トレイにも冷却
媒体を流通させるための機構を設ける。
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【０００８】
　このように、基板をトレイに載置した状態でも、基板のみを静電チャック上に直接載置
した場合と同様にプラズマ処理を施すことが可能であるが、特にトレイに複数の基板を載
置した場合、単純に1枚の基板を処理する場合と比較すると平面視した場合の幾何学的構
成が複雑となっているため、各基板の内部と周辺とで処理結果に差異が生じやすい。また
、トレイは繰り返し使用するものであるが、その劣化が激しいとトレイが早期に使用不可
能となり、生産効率が悪い上に生産コストも上昇する。
【０００９】
　本発明が解決しようとする課題は、1枚又は複数枚の基板をトレイに載置した状態でプ
ラズマ処理を施す場合に、各基板に対して均等な処理を施すとともに、長期に亘って使用
することのできるトレイを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために成された本発明は、1枚又は複数枚の被処理基板をトレイに
載置し、該トレイを静電チャック上に載置した状態で該被処理基板に対してプラズマ処理
を施す場合に使用するトレイであって、
　a) 上面に、各被処理基板を個別に収容する、該被処理基板の厚さに対応する深さを有
する1又は複数の穴部を有するとともに、
　b) 前記各穴部の周囲の下方部分に耐プラズマ性の高い耐久部が設けられている
　ことを特徴とするプラズマ処理装置用トレイである。
【００１１】
　上記において、該被処理基板の厚さに対応する深さとは、その深さが該被処理基板の厚
さにより決定されるという意味であり、具体的には被処理基板の厚さと同じである場合も
あるし、それよりも浅い（小さい）場合も深い（大きい）場合もある。これは後述の目的
に応じて設定する。
【００１２】
　また、各穴部の周囲の下方部分とは、各穴部の周囲の底部又は各穴部の側部の下方、或
いはそれら双方である。
【００１３】
　本発明に係るプラズマ処理装置用トレイは、各穴部に被処理基板を挿入した後、プラズ
マ処理室内の静電チャック上に載置する。そして、静電チャックで本トレイ及び被処理基
板を吸着固定した上で、プラズマ処理を行う。
【００１４】
　本発明に係るプラズマ処理装置用トレイでは、穴部の深さを被処理基板の厚さと等しく
することにより、各被処理基板の内部と周囲のプラズマの密度や温度をほぼ均等にするこ
とができる。また、穴部の深さを被処理基板の厚さよりも浅くし、或いは深くすることに
より、被処理基板の周囲のプラズマ処理の程度を内部よりも高くし或いは低くする等の意
図的な処理度合いの差異を設けることも可能である。
【００１５】
　本発明に係るプラズマ処理装置用トレイではまた、各穴部の周囲の下方部分に耐プラズ
マ性の高い耐久部が設けられているため、各穴部に被処理基板を挿入してプラズマ処理を
行った場合に、各穴部の周囲とその穴部に挿入された被処理基板の間の隙間から侵入する
プラズマによりトレイが侵食されるという事態が生じにくい。
【００１６】
　本発明における耐久部は、前記各穴部の周囲の下方部分のみのものであってもよいし、
穴部の内部全体であってもよい。更には、トレイ全体であってもよい。この耐久部は、例
えばイットリア（Y2O3）、石英、窒化アルミニウム（AlN）、ジルコニア(ZrO2)等で構成
することができる。
【００１７】
　本発明に係るプラズマ処理装置用トレイは、具体的には次のような態様（第１態様）と
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することができる。すなわち、
　a) 各被処理基板を個別に収容する1又は複数の孔部を有する、該被処理基板の厚さに対
応した厚さを有する板状の上部材と、
　b) 前記上部材の下に配置される板状の部材であって、上面の、前記孔部の周囲に対応
する部分に耐プラズマ性の高い材料から成る耐久部を有する下部材と
　を備えるプラズマ処理装置用トレイとすることができる。
【００１８】
　ここで、上部材の孔部は、前記穴部とは異なり、上部材の上下面を貫通する孔である。
【００１９】
　第１態様のプラズマ処理装置用トレイにおいて、上部材と下部材は固定されたものであ
ってもよいし、分離されており、使用時に積み重ねられるものであってもよい。
【００２０】
　第１態様のプラズマ処理装置用トレイにおいて、前記耐久部は、下部材の表面に溝を設
け、該溝に耐プラズマ性の高い材料を充填することにより形成することができる。
【００２１】
　この耐プラズマ性の高い材料の充填は、耐プラズマ性の高い材料を該溝に溶射すること
で行うことができる。
【００２２】
　本発明に係るプラズマ処理装置用トレイは、次のような態様（第２態様）とすることも
できる。すなわち、
　a) 各被処理基板を個別に収容する孔部を有し、該被処理基板の厚さに対応した厚さを
有するとともに、該孔部の周囲から内部に張り出す、耐プラズマ性の高い材料から成る耐
久縁を有する板状の上部材と、
　b) 前記上部材の下に配置される板状の部材である下部材と
　を備えるプラズマ処理装置用トレイとすることができる。
【００２３】
　前記の耐プラズマ性の高い材料としては、イットリア（Y2O3）、石英、窒化アルミニウ
ム（AlN）、ジルコニア(ZrO2)を用いることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係るプラズマ処理装置用トレイでは、例えば穴部の深さを被処理基板の厚さと
同じにすることにより、各被処理基板の内部と周囲のプラズマの密度や温度をほぼ均等に
することができる。また、穴部の深さを被処理基板の厚さよりも浅くし、或いは深くする
ことにより、被処理基板の周囲のプラズマ処理の程度を内部よりも高くし或いは低くする
等の意図的な処理度合いの差異を設けることも可能である。
【００２５】
　本発明に係るプラズマ処理装置用トレイではまた、各穴部の周囲の下方部分に耐プラズ
マ性の高い耐久部が設けられているため、各穴部に被処理基板を挿入してプラズマ処理を
行った場合に、各穴部の周囲とその穴部に挿入された被処理基板の間の隙間から侵入する
プラズマによりトレイが侵食されるという事態が生じにくい。このため、本発明に係るプ
ラズマ処理装置用トレイは長期に亘って損傷の少ない状態で使用することができ、生産効
率を高めることができると共に生産コストを低下させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】プラズマ処理装置の全体構成を示す概略図。
【図２】本発明の一実施形態であるトレイの上面図。
【図３】前記実施形態のトレイの中心断面図。
【図４】前記実施形態のトレイを構成する上部材の上面図(a)、下部材の上面図(b)、及び
下部材の中心断面図(c)。
【図５】他の3種の実施形態であるトレイの断面図。
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【図６】他の実施形態であるトレイおよび静電チャックの側面図。
【図７】他の実施形態であるトレイの上面図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明を実施したプラズマ処理装置について説明す
る。以下の実施形態は本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する
ものではない。
【００２８】
　＜１．全体構成＞
　プラズマ処理装置用のトレイ２０（以下、単に「トレイ２０」という。）について説明
する前に、これが用いられるプラズマ処理装置１０の全体構成について、図１を参照しな
がら説明する。図１は、プラズマ処理装置１０の全体構成を示す概略図である。
【００２９】
　プラズマ処理装置１０は、真空容器１１と、その内部に対向して設けられた上部電極１
２及び下部電極１３を備える。各電極１２，１３には、これに高周波電圧を印加するため
の高周波電源（図示省略）が接続されている。
【００３０】
　下部電極１３の上面には誘電層１４が設けられており、この誘電層１４の上面に、被処
理基板（以下、単に基板と言う。）３０が載置されたトレイ２０が載置される。つまり、
誘電層１４の上面が、トレイ２０が載置される載置面を構成し、下部電極１３と誘電層１
４が、トレイ２０を静電吸着する静電チャック部（静電吸着装置）１５を構成する。この
静電チャック部１５はJ-R力型のものであり、誘電層１４は体積抵抗率が1×109～1×1012

Ω・cm程度の低抵抗の材料で構成される。静電チャック部１５は単極型、双極型のどちら
であってもよいが、単極型とすることによりトレイ２０の吸着性を特に良好なものとする
ことができる。
【００３１】
　誘電層１４の上面には、ヘリウムガス等の冷却媒体を流通させるための溝１６が設けら
れており、この溝１６は、図示しない冷却媒体供給装置と接続されている。下部電極１３
には、その内部に冷却水を循環させるための冷却機構１７が接続されており、これによっ
て下部電極１３及びトレイ２０が冷却されるようになっている。
【００３２】
　プラズマ処理装置１０は上述した各要素に加え、真空容器１１内にプラズマ発生のため
の各種のガス等を供給するガス供給部、真空容器１１内を排気する真空排気装置等（いず
れも図示省略）を備えている。
【００３３】
　＜２．トレイ２０＞
　トレイ２０の構成について、図１に加え、図２、図３及び図４を参照しながら説明する
。図２はトレイ２０の上面図であり、図３はトレイ２０の中心断面図（図２のIII－III断
面図）、そして図４はトレイ２０を構成する上部材２２及び下部材２３の上面図、そして
下部材２３の中心断面図（図４(b)のc－c断面図）である。
【００３４】
　＜２－１．全体構成＞
　トレイ２０は、プラズマ処理装置１０にて処理すべき基板３０を1枚あるいは複数枚載
置するための器具であり、図２に示すように、その上面には基板３０（図２においてその
外形を点線で示す）を1枚載置する部分（以下「基板載置領域」とも呼ぶ）２１が1個以上
（図２の例では4個）設けられる。各基板載置領域２１は、平面視にて基板３０よりも僅
かに大きなサイズの領域とされる。
【００３５】
　図３に示すように、本実施形態におけるトレイ２０は上部材２２と下部材２３が積層さ
れて成る。上部材２２と下部材２３は積層された状態で固定されていてもよいし、分離し
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た状態で用意され、プラズマ処理時に積層して使用されるものであってもよい。後者の場
合には、上部材２２と下部材２３の位置決めをするための機構が上部材２２と下部材２３
のいずれか又は双方に設けられていることが望ましい。
【００３６】
　上部材２２は図４(a)に示すように、1枚の基板３０を収容する孔２４が所定数（図４の
例では4個）形成された円形の平板である。下部材２３は図４(b)に示すように、上部材２
２と同径の円形の平板となっており、上部材２２が重ねられたときに、その孔２４の周囲
に対応するリング状の領域は、本発明の耐久部に相当する耐プラズマ領域２５とされてい
る。耐プラズマ領域２５は、上部材２２が載置されたときにその孔２４（図４(b)におい
て内側の点線で示す）よりも外側から、基板３０が載置されたときにその周囲（図におい
て内側の点線で示す）よりも内側までを覆う。
【００３７】
　下部材２３において、耐プラズマ領域２５は、当該領域に設けられた溝に、耐プラズマ
性の高い材料であるイットリア（Y2O3）を溶射により充填して形成されている。耐プラズ
マ性の高い材料としてはその他に、石英、窒化アルミニウム（AlN）、ジルコニア(ZrO2)
等を用いることができる。
【００３８】
　上部材２２の厚さを基板３０の厚さと同じとしておくことにより、トレイ２０の基板載
置領域２１に基板３０を載置したとき、トレイ２０の上面と基板３０の上面が面一となる
。これにより、基板３０がプラズマによってより均一に処理されるようになる。
【００３９】
　上部材２２は図３に示すように下部材２３の上面側のみを覆うように構成してもよいし
、図５(a)に示すように、当該上面側に加えて下部材２３の側面を覆うように構成しても
よい。この構成によると、下部材２３の側面部分がプラズマでエッチングされて不純物が
放出されるといった事態が生じない。もっとも、トレイ２０の側面に接するプラズマの強
度はその上面に接するプラズマの強度に比べて小さく、当該側面は上面に比べてエッチン
グされにくい。したがって、下部材２３の側面が上部材２２に覆われることは必須ではな
い。
【００４０】
　＜２－２．形成材料＞
　トレイ２０の静電チャック部１５に接する下部材２３は低体積抵抗率材により構成され
、プラズマに曝される上部材２２は高体積抵抗率材料により構成される。ここでいう「低
体積抵抗率材料」とは、体積抵抗率が1×1013Ω・cm以下の材料（好ましくは、体積抵抗
率が1×107Ω・cm以上かつ1×1013Ω・cm以下の材料）である。また、ここでいう「高体
積抵抗率材料」とは、体積抵抗率が1×1013Ω・cmを超える材料である。
【００４１】
　下部材２３の形成材料（低体積抵抗率材料）は、例えばセラミック（特に、炭素を多く
含むセラミックが好ましい）であり、具体的には例えば、炭化ケイ素（SiC）である。下
部材２３の形成材料としてはその他に、体積抵抗率が1011Ω・cm程度の低抵抗窒化アルミ
ニウム材料を用いることもできる。「低抵抗窒化アルミニウム材料」とは、窒化アルミニ
ウム（体積抵抗率は1014Ω・cm程度）に、炭化チタンや炭素繊維などの導電材料（導電性
添加物）を分散させることにより、体積抵抗率を低下させたものである。
　また、上述したとおり、静電チャック部１５の誘電層１４は体積抵抗率が1×109～1×1
012Ω・cm程度の低抵抗の材料で形成されており、下部材２３を、この誘電層１４の形成
材料と同じ材料で形成することも好ましい。
【００４２】
　上部材２２の形成材料（高体積抵抗率材料）は、酸素を多く含む材料が好ましく、具体
的には例えば、アルミナ（Al2O3）である。上部材２２の形成材料としてはその他に、石
英、窒化アルミニウム（AlN）、イットリア（Y2O3）、ジルコニア(ZrO2)、等を用いるこ
ともできる。
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【００４３】
　トレイ２０の下面側に配置される下部材２３が体積抵抗率が1×1013Ω・cm以下の低体
積抵抗率材料で構成されることによって、トレイ２０が静電チャック部１５に確実に吸着
されるとともに、基板３０がトレイ２０に確実に吸着される。これにより、誘電層１４と
トレイ２０の間の密着性、及び、トレイ２０と基板３０の間の密着性が向上し、プラズマ
処理により基板３０及びトレイ２０に生じる熱が、トレイ２０を通して誘電層１４および
下部電極１３（外部）に良好に放出される。
【００４４】
　また、下部材２３は、これとは別の材料（高体積抵抗率材料）で構成された上部材２２
で覆われているので、例えば、下部材２３に抵抗コントロール用の導電性添加物等が添加
されている場合であっても、これがエッチングにより放出されて基板３０が汚染されると
いうことがない。
【００４５】
　特に、ここでは上部材２２が、体積抵抗率が1×1013Ω・cmを超える高体積抵抗率材料
で構成されている。つまり、下部材２３はこれが静電チャック部１５に吸着されるように
比較的低い体積抵抗率の材料で構成する必要があったが、上部材２２にはそのような制限
がなく、その構成材料として体積抵抗率が比較的高いもの（具体的には、体積抵抗率が1
×1013Ω・cmを超える高体積抵抗率材料）が許容される。この高体積抵抗率材料において
は、当然のことながら抵抗コントロール用の導電性添加物を添加する必要がなく、高純度
の物質から形成することができる。したがって、仮に上部材２２がエッチングされたとし
ても、基板３０の汚染原因となる導電性添加物が放出されることがない。
【００４６】
　また、上部材２２にはこのような制限がないので、上部材２２の構成材料として、上記
に例示したイットリア等のように、プラズマによるエッチング耐性が比較的高いものを採
用することも可能となる。このような材料を採用することで、耐久性に優れたトレイ２０
を得ることができる。
【００４７】
　本実施形態によると、低体積抵抗率材料からなる下部材２３と高体積抵抗率材料からな
る上部材２２が分離可能に形成されるので、下部材２３だけ（あるいは上部材２２だけ）
を交換することができる。例えば、異なる材料で形成された上部材２２を複数個作製して
おき、プロセス条件に応じて最適な上部材２２を選択して用いることができる。また例え
ば、上部材２２が不要なプロセス条件の場合は、上部材２２を取り外して下部材２３だけ
をトレイとして用いることで、上部材２２の無駄な消耗を抑制することができる。
　また、例えば、孔２４のサイズや形成位置が異なる上部材２２を複数個作製しておき、
トレイ２０に載置するべき基板３０のサイズや個数に応じて最適な上部材２２を選択する
ことができる。この場合、下部材２３は共通のものを使用することができる。
【００４８】
　＜２－３．他の構成例＞
　上記の実施形態においては、上部材２２の孔２４はストレートなものであったが、図５
(b)に示すように、上部材２２の下面側において孔の内側に張り出すようになっていても
よい。この場合、その張出部２６が本発明の耐久部となる。更に、図５(a)の例と同様に
、上部材２２が下部材２３の周囲を覆うようにしてもよい（図５(c)）。
【００４９】
　上記のように下部材２３と上部材２２を重ねてトレイ２０を形成する場合（特に、上部
材２２に下部材２３の側面を覆う部分が設けられない場合（図５(b)））、下部材２３と
上部材２２とを位置合わせするとともに位置ずれを防止ための要素を設けることも好まし
い。具体的には例えば、下部材２３および上部材２２のうちの一方に、その外周縁の３箇
所以上の位置に立設する位置決めピンを設けることができる。
【００５０】
　上記の実施形態において、例えば図６に示されるように、基板載置領域２１に、冷却媒
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は、例えば、図７(a)に示すように、基板載置領域２１の中心から放射状に延在してもよ
いし、図７(b)に示すように、基板載置領域２１の中心と同心に配置された複数の円に沿
って形成してもよい。
【００５１】
　トレイ２０に冷却通路２７を設けることによって、トレイ２０に載置された基板３０を
、冷却通路２７を流れる冷却媒体に直接接触させることができるので、基板３０を効果的
に冷却することができる。
【００５２】
　トレイ２０に冷却通路２７を設ける場合、冷却通路２７を、例えば連通路２８を介して
誘電層１４の上面に設けられた溝１６と連通させることも好ましい。こうすることによっ
て、溝１６に流通される冷却媒体を、冷却通路２７にまで流通させることができる。つま
り、１つの流通通路で、誘電層１４とトレイ２０の間、及び、トレイ２０と基板３０の間
に冷却媒体を流すことができる。したがって、プラズマ処理の間、効率よく基板３０を冷
却することができるようになる。
【００５３】
　上記の実施形態においては、トレイ２０は下部材２３と上部材２２のみからなる２層構
造であるとしたが、トレイ２０はそれ以外の層を含んでいてもよい。
【符号の説明】
【００５４】
１０…プラズマ処理装置
１１…真空容器
１２…上部電極
１３…下部電極
１４…誘電層
１５…静電チャック部
１６…溝
１７…冷却機構
２０…トレイ
２１…基板載置領域
２２…上部材
２３…下部材
２４…孔
２５…耐プラズマ領域
２６…張出部
２７…冷却通路
２８…連通路
３０…基板
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